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（仮称）新小松島小学校施設整備事業（以下「本事業」という。)に関して、小松島市

（以下「市」という。)と●●（以下「代表企業」という。）、●●、●●及び●●（以下

代表企業を含むこれらの企業を個別に又は総称して「構成企業」という。）とは、本事業

の基本的事項について、次のとおり合意し、（仮称）新小松島小学校施設整備事業基本協

定（以下「本協定」という。)を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、市と構成企業が相互に協力し、本事業を適正かつ円滑に実施するため

に必要な基本的事項を定めることを目的とする。 

（事業概要及び事業日程） 

第２条 本事業の事業概要及び事業日程は、別紙のとおりとする。 

（公共性及び民間事業の趣旨の尊重） 

第３条 市は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊

重するものとする。 

２ 構成企業は、本事業の公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。 

（秘密の保持等） 

第４条 市及び構成企業は、本協定の履行又は本事業に関連して相手方から受領した秘密

情報（以下「秘密情報」という。）を秘密として保持するとともに、責任をもって管理

し、本協定の履行又は本事業の実施以外の目的で秘密情報を使用してはならず、及び相

手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。 

２ 構成企業は、市の事前の承諾なく、本協定の履行に関して作成した成果物を第三者に

閲覧させ、複写させてはならない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、市及び構成企業は、次に掲げる場合は、相手方の承諾を

要することなく、秘密情報を開示することができるものとする。ただし、開示されるこ

とにより構成企業の権利が著しく損なわれると認められるような構成企業の営業ノウハ

ウ等の情報が秘密情報に含まれる場合は、本項第２号、第３号を除き、市は構成企業と

の間で事前に当該情報の取扱いについて協議する。 

(1) 弁護士、公認会計士、税理士、公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に対し

その職務に関して開示する場合 

(2) 法令又は小松島市行政情報公開条例（平成１２年小松島市条例第４７号）の規定

に従い開示が要求される場合 

(3) 権限ある官公署の命令に従う場合 

(4)市が本事業に関して小松島市議会及び小松島市民に対する説明義務を果たすために

必要な事項を開示する場合 

４ 構成企業は、本協定の履行又は本事業の実施に際し、個人情報を扱う場合にあっては、

個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）を遵守するとともに、当該個人情

報が本事業に関して知り得たものであるときは、市との間で別に締結する契約に基づき

適切にこれを取り扱わなければならない。 

５ 次の情報は、秘密情報に含まれないものとする。 

(1) 開示の時点で公知である情報 
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(2) 相手方から開示されるよりも前に自らが正当に保持していたことを証明できる情

報 

(3) 相手方から開示された後に市及び構成企業のいずれの責めにも帰すことのできな

い事由により公知となった情報 

(4) 市及び構成企業が、本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面によ

り合意した情報 

（権利義務の譲渡等） 

第５条 構成企業は、本協定上の地位又は本協定により生ずる権利若しくは義務を第三者

に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、事前に市の承諾を得た場合は、この限

りでない。 

２ 構成企業は、本協定の履行に関して作成した成果物を第三者に譲渡し、貸与し、又は

質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、事前に市の承諾を得た場合は、

この限りでない。 

（構成企業の役割） 

第６条 本事業の実施において、各構成企業は市との間で書面により別途合意した場合を

除き、それぞれ、次に定める役割及び義務を負うものとする。 

(1) 構成企業は、事業期間にわたり本事業を適正かつ確実に実施するため、必要な措

置を講じなければならない。 

(2) 構成企業は、本事業を実施するに際して、本協定、本事業に係る募集要項、要求

水準書及び事業者提案に基づく業務を合同で若しくは個別に、適正かつ確実に遂行

するものとする。 

(3) 代表企業は、第8条第1項で定める特定事業契約の同条第2項で定める期日までの締

結及び締結後の同契約内容に従った本事業の適切な実施のために、各構成企業との

間で必要な調整を行うものとする。 

（代表企業の交代） 

第７条 代表企業は、（仮称）新小松島小学校施設整備事業工事請負契約に基づく施設の

完成及び引渡しが完了した時点で、何れかの構成企業と代表企業を交代することについ

て市の承諾を求めることができ、市が承諾した場合、代表企業を交代することができる

ものとする。 

（事業実施における契約） 

第８条 市及び構成企業は、以下に掲げる契約（以下「特定事業契約」という。）を、構

成企業のうち以下の者が当事者となって市との間で締結することに向けて、それぞれ誠

実に対応するものとする。 

(1) （仮称）新小松島小学校施設整備事業設計業務委託契約：〔設計企業名〕 

(2) （仮称）新小松島小学校施設整備事業工事請負契約：〔建設企業名〕 

(3) （仮称）新小松島小学校施設整備事業工事監理業務委託契約：〔工事監理企業名〕 

(4) （仮称）新小松島小学校施設整備事業施設維持管理業務委託契約：〔維持管理企業

名〕 

２ 特定事業契約は、別紙「第２ 事業日程」に記載する事業日程を基本として、市及び

前項各号で定める各企業が協議して定める期日までに締結するものとする。 
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３ 特定事業契約のうち小松島市議会の議決が必要な契約については、前項の期日までに

仮契約を行い、議決をもって本契約としての効力を生じるものとする。 

（契約を締結しない場合） 

第９条 特定事業契約を締結する当該構成企業が参加資格を欠くことになった場合又は次

の各号のいずれかに該当することとなった場合、市は、当該構成企業が当事者となる契

約であるかどうかにかかわらず構成企業に書面により通知することにより、未締結の特

定事業契約を締結せず若しくは締結した仮契約を本契約として成立させないこと又は締

結済みの特定事業契約を解除することができる。 

 (1) 本事業の事業者選定手続に関し、構成企業が、私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条

又は構成企業が構成員となっている事業者団体に同法第８条第１号の規定に違反し

たことにより、公正取引委員会が構成企業に対し、独占禁止法第７条の２第１項

（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の

納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確

定した当該納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定により取り消された場合を

含む。以下本項において同じ。） 

(2)納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令

（これらの命令が構成企業又は構成企業が構成員となっている事業者団体（以下本

項において「構成企業等」という。）が構成企業等に対して行われたときは、構成

企業等に対する命令で確定したものをいい、構成企業等に対して行われていないと

きは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号

において、「納付命令又は排除措置命令」という。）において、本事業の事業者選定

手続に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行とし

ての事業活動があったとされたとき。 

 (3) 納付命令又は排除措置命令により、構成企業等に独占禁止法第３条又は第８条第

１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象とな

った取引分野が示された場合において、本事業の事業者選定手続が、当該期間（こ

れらの命令に係る事件について、公正取引委員会が構成企業に対し納付命令を行い、

これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反

する行為の実行期間を除く。）に行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当

するものであるとき。 

(4) 本事業の事業者選定手続に関し、構成企業（法人にあっては、その役員又は使用

人を含む。）の刑法（明治４０年法律第４５号。）第９６条の６若しくは第１９８条

又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号に規定する刑が確定

したとき。 

２ 前項の規定にかかわらず、構成企業が次の各号のいずれかに該当することとなった場

合、市は、構成企業に書面により通知することにより、当該構成企業が当事者となる契

約であるかどうかにかかわらず、未締結の特定事業契約を締結せず若しくは締結した仮

契約を本契約として成立させないこと又は締結済みの特定事業契約を解除する。 

(1) 役員等（構成企業が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与してい
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る者を、構成企業が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時本協定

に関連する契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者を

いう。以下この項において同じ。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に

規定する暴力団員（以下この項において「暴力団員」という。）であると認められ

るとき。 

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をい

う。以下この項において同じ。）又は暴力団員を利用するなどしていると認められ

るとき。 

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して賃金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると

認められるとき。 

(4) 役員等が、相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用する

などしていると認められるとき。 

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認

められるとき。 

(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約（以下「下請契約等」という。）

に当たり、その相手方が第１号から前号までのいずれかに該当することを知りなが

ら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

(7) 構成企業が、第１号から第５号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手

方としていた場合（第６号に該当する場合を除く。）に、市が構成企業に対して当

該下請契約等の解除を求め、構成企業がこれに従わなかったとき。 

（契約解除） 

第１０条 構成企業の責めに帰すべき事由により、本協定、特定事業契約の一部について

不締結、不成立又は解除した場合、市はその他の本協定又は特定事業契約について不締

結若しくは不成立とし、又は解除することができる。 

（違約金等） 

第１１条 構成企業が第９条第１項各号又は同条第２項各号のいずれかの事由（以下本条

において「当該事由」という。）に該当した構成企業（以下本条において「当該企業」

という。）は、特定事業契約の締結、成立、解除のいかんにかかわらず、市の請求によ

り特定事業契約全部に係る提案価格（消費税及び地方消費税相当額を含む）の１０分の

１の金額を違約金として、市に支払う義務を負うものとする。 

２ 前項の違約金は、当該事由又は第９条各項に定める措置により市が被った損害のうち、

当該違約金により填補されないものがあるときは、その部分について市が当該企業に対

して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。 

（協定の変更） 

第１２条 本協定の規定は、市及び構成企業の書面による合意がなければ変更できない。 

（構成企業の交替） 

第１３条 構成企業は、第９条第１項及び第２項各号のいずれかに該当した場合又は構成
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企業において特定事業契約に係る債務を履行することができないと合理的に認められる

場合において、市の要請があるときは構成企業以外の代替事業者の候補を選定すること

に努めなければならないものとし、構成企業が選定した代替事業者の候補を代替事業者

として決定する場合は、市の承諾を得るものとする。但し、代表企業の交替は認めない

ものとする。 

２ 市は、交替前事業者が本協定の当事者から離脱した場合において、残存する構成企業

及び代替事業者との合意により、交替前事業者が担当していた業務を代替事業者が担当

できるように特定事業契約を変更し、又は市と残存する構成企業及び代替事業者との間

で新たな契約を締結することができるものとする。当該特定事業契約の変更又は新たな

契約の締結については、代表企業が残存する構成企業及び代替事業者との調整を行わな

ければならない。 

（準備行為） 

第１４条 構成企業は、特定事業契約締結前であっても、自己の責任及び費用において、

本事業の実施に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、市は、必要かつ可

能な範囲で、構成企業に対して協力するものとする。 

（特定事業契約締結不調の場合の処理） 

第１５条 事由の如何を問わず、特定事業契約の締結又は本契約としての成立に至らなか

った場合には、本協定に定めのある場合を除き、市及び構成企業が本事業の準備に関し

て既に支出した費用は各自の負担とし、市及び構成企業は、相互に債権債務関係の生じ

ないことを確認するものとする。 

（募集要項等の優先順位等） 

第１６条 本協定、特定事業契約、募集要項、要求水準書、募集要項等に関する質疑回答

及び事業提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合、①本協定、②本事業に係る特定事業契

約、③募集要項等に関する質疑回答、④要求水準書、⑤要求水準書を除く募集要項等、

⑥事業提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、市と構成企業が協議の上、

事業提案書の記載内容が募集要項等を上回ると確認した場合には、当該部分については

事業提案書の記載が募集要項等に優先するものとする。 

２ 事業提案書に記載された内容は、構成企業に履行義務があるものとする。ただし、市

と構成企業が協議の上、市が承諾した場合に限り履行義務としない場合がある。 

３ 構成企業は、市及び選定審査会が事業提案書に対して示した要望、指摘等を実現する

よう最大限努めるものとする。 

（一般的損害） 

第１７条 市又は構成企業が、本協定に定める条項に違反し、これにより本協定の当事者

又は当事者以外の第三者に損害を与えたときは、特定事業契約等に別途定める場合を除

き、その損害を賠償しなければならない。 

（有効期間） 

第１８条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から本事業の終了日までとする。 

（管轄裁判所） 

第１９条 本協定に関して生じた当事者間の紛争については、徳島地方裁判所をもって合

意による第一審の専属的管轄裁判所とする。 
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（準拠法） 

第２０条 本協定は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。 

（誠実協議） 

第２１条 本協定に定めのない事項又は疑義のある事項については、市が定める条例や規

則等によるほか、その都度、市及び構成企業が誠実に協議の上、これを定めるものと

する。 

 

（以下余白）  
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本協定を証するため、本書を●通作成し、市及び構成企業が、それぞれ記名押印の上、

各１通を保有する。 

 

令和●年●月●日 

 

              小松島市 

                  住 所 徳島県小松島市横須町１番１号 

                  代表者 小松島市長 中山俊雄 

 

              構成企業（代表企業） 

                  住 所  

                  名 称  

                  代表者  

 

              構成企業 

                  住 所  

                  名 称  

                  代表者  

 

              構成企業 

                  住 所  

                  名 称  

                  代表者  

 

              構成企業 

                  住 所  

                  名 称  

                  代表者  

 

              構成企業 

                  住 所  

                  名 称  

                  代表者  

 

              構成企業 

                  住 所  

                  名 称  

                  代表者  
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別紙 

 

事業概要及び事業日程 

 

第１ 事業概要 

１ 趣旨 

本事業は、小松島市立学校再編実施計画に基づく再編の第１校目となる「（仮称）

新小松島小学校」について、施設整備及び維持管理を一体として発注するDBO

（Design Build Operate）方式にて実施するものである。 

２ 事業用地 

所 在 地：小松島市小松島町字高須36番地 

     （現南小松島小学校及び現南小松島幼稚園敷地） 

敷地面積：敷地合計 17,013 ㎡ 

     （うち既存小学校敷地 15,038㎡、既存幼稚園敷地 1,975㎡） 

３ 役割分担 

本事業の実施において、選定された企業グループ（構成企業）は、別途合意した場

合を除き、募集要項、要求水準書、事業提案書に基づく次に掲げる業務を分担し、そ

の実施責任を負う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 事業日程 

１ 基本協定の締結 

令和6年6月 

２ 設計業務委託契約の締結（業務期間） 

令和6年6月（～令和7年7月31日） 

３ 建設工事請負契約（仮契約）の締結（工事期間） 

令和7年8月（～令和9年12月28日） 

４ 工事監理業務委託契約の締結（業務期間） 

令和7年8月（～令和9年12月28日） 

５ 維持管理業務委託契約の締結（業務期間） 

令和9年4月（～令和24年3月31日） 

 

 

業務名 分担する構成企業名 

設 計 業 務  

建 設 業 務  

工事監理業務  

維持管理業務  


